
 

 

 

 

次に掲げる者を対象に追試験（令和 5年 7月 15日(土)）を実施します。 

①学校保健安全法施行規則第 18 条に定める感染症に罹患，又は罹患している疑いがあり，

本試験を受験できない者 

②その他，受験者自身の責めに帰することができない理由で本試験を受験できず，追試験の

受験を申請した者で，校長がその申請を認めた者 

 

上記の要件に該当し，追試験の受験を希望する場合は，以下の（１）～（３）のとおり必要

な手続きを行ってください。 

追試験対象者には，別途追試験の詳細を通知します。 

 

（１）学校保健安全法施行規則第 18条に定める感染症に罹患し，本試験当日に入院中または 

待機中の者 

 

【追試験申請方法】 

提出書類 提出期限 提出先 

令和 6 年度香川高等専門学校専攻

科入学者選抜追試験受験申請書 

令和 5 年 6 月 9 日

(金)17 時 

創造工学専攻志願者： 

高松キャンパス学務課入試係 

電子情報通信工学専攻志願者：

詫間キャンパス学生課教務係 

 

（２）本試験当日朝に学校保健安全法施行規則第 18条に定める感染症が疑われる症状がある者 

 

① 検査開始前（午前８:００～午前９：１０）までに，以下の連絡先に連絡をしてください。   

【連絡先】創造工学専攻志願者：高松キャンパス学務課入試係（TEL：087-869-3866） 

         電子情報通信工学専攻志願者：詫間キャンパス学生課教務係（TEL：0875-83-8516） 

② 本試験当日，医療機関を受診してください。追試験の申請には学校保健安全法施行規則第 18

条に定める感染症に罹患したことが確認できる診断書の提出が必要です。 

【追試験申請方法】 

提出書類 提出期限 提出先 

令和 6 年度香川高等専門学校専攻

科入学者選抜追試験受験申請書 

及び医療機関等の診断書 

医療機関等を受診後

速やかに 

(令和 5 年 6 月 16 日

(金)17 時までには必ず

提出してください) 

創造工学専攻志願者： 

高松キャンパス学務課入試係 

電子情報通信工学専攻志願者：

詫間キャンパス学生課教務係 

 

 

令和６年度香川高等専門学校専攻科入学者選抜（学力

検査による選抜）における追試験の実施について 
 



（３）その他，受験者自身の責めに帰することができない理由で本試験を受験できない者 

 

【追試験申請方法】 

提出書類 提出期限 提出先 

令和 6 年度香川高等専門学校専攻

科入学者選抜追試験受験申請書 

令和 5 年 6 月 16 日

(金)17 時 

創造工学専攻志願者： 

高松キャンパス学務課入試係 

電子情報通信工学専攻志願者：

詫間キャンパス学生課教務係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和  年  月  日 

 

 

令和６年度香川高等専門学校専攻科 

入学者選抜追試験受験申請書 

 

 

香川高等専門学校長 殿 

 

受験番号              

志願者氏名              

 

追試験の受験を下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．申請事由（該当するものに☑を記入） 

□ （１）学校保健安全法施行規則第 18 条に定める感染症に罹患し，本試験日

に入院中または待機中であるため 

□ （２）本試験当日朝に学校保健安全法施行規則第 18条に定める感染症が疑 

われる症状があるため 

□ （３）その他（理由：                       ） 

 

 

（添付書類） 

申請事由が（１）（２）の場合は，医療機関等の診断書を添付してください。

 


